
 

座間味村受験生合宿派遣事業実施要綱 
 

座間味村教育委員会 

 

１， 趣 旨 

    座間味村においては離島という地理的条件により、学習塾等の受験に向けた学習

環境が制限される現状にある。受験生向け合宿に参加することにより、村外の多数

の受験生と切磋琢磨する競争環境に身を置くことで自身の客観的な学力水準の把握

と、受験に対する学習意欲の向上を図り、離島における教育環境の格差を是正し、

本村の生徒が等しく希望する進路を実現するための支援を行うことを目的とする。 

 

２， 主 催 

    座間味村教育委員会・座間味村 

    事業採択事業者 一般社団法人 教育振興会 

 

３， 場 所 

    県内（恩納村 研修施設）※教育振興会の定める場所 

 

４、 方 針 

（１）派遣人員は受験生とする。（各校中学３年生） 

（２）実施に係る経費のうち自己負担は２万円とし、残りの費用は村負担とする。 

（村から泊港までの往復船賃は座間味村青少年健全育成村民会議にて負担） 

（３）派遣期間は５日間（教育振興会の定める期間）とする。 

 

５、 募集資格 

（１）座間味村各中学校の３年生（受験生）とする。 

 

６、 合宿期間 

    （夏期） ８月 11日（火）から 8月 15日（土） 

    （冬季） 12月 26日（土）から 12月 30日（水） 

※教育振興会の定めによる 

 

７、 応募方法 

（ア) 募集締切り 

     令和８年７月６日（月）までに委員会へ 

（イ）提出書類 

合宿参加申込書、同意書 

  （ウ）提出先 

     座間味村教育委員会 

 

８、 個人情報の取扱いについて 

   当事業において収集した情報は、使用目的の範囲内で適切に取り扱うこととする。

ただし、受験生合宿参加中に撮影した写真については、広報はじめホームページな

どに掲載する場合がある。 

 

 



 

９、 期間中のケガ、トラブルについて 

   ケガ及びトラブルについては実施事業者にて対応するとともに、事業者より座間味

村教育委員会へ速やかに報告する。ケガ、トラブルの状況により、留学を途中で離

脱する場合において、保護者が必ず迎えに来ること。 

 

10、 事業内容の変更及び中止について 

(1) 天災などの影響により事業開始及び事業継続が困難と判断した場合は、事業内

容を変更又は中止する。 

(2）その他教育長が必要と認める場合は事業内容を変更又は中止する。 

 

11、 問い合わせ先 

   座間味村教育委員会 社会教育係  

   電話番号：098-987-2153  ＦＡＸ：098-987-2252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

受験生合宿 全体時間割（案） 

 

日程 時間 プログラム  備考 

 

 

 

 

8/11（火） 

10：00 

～10：20 

QZ１便 座間味港発 阿嘉港発 青少協負担 

11：30 とまりん１Ｆ 集合  

 バス移動～恩納村にある研修施設へ  

 入寮式・オリエンテーション  

 模試・オリエンテーション  

19：00～ 夕食・お風呂  

20：00 

～22：20 

模試解き・合格発表・ 

合否オリエンテーション・ホームルーム 

 

23：00 就寝  

 

 

 

 

8/12（水） 

～ 

8/14（木） 

6：45 起床・朝活  

8：00 朝食・オリエンテーション  

9：00 授業  

12：20 昼食  

13：00 授業  

19：40 夕食  

20：40 お風呂＆演習  

22：30 ホームルーム  

23：00 就寝  

 

 

 

 

8/15（土） 

6：45 起床・朝活  

8：00 朝食  

8：30 移動＆荷造り  

9：00 模試ガイダンス  

9：10 模試（国・理・英）  

12：00 昼食  

12：40 模試（社・数）  

14：40 演習・ホームルーム  

16：50 退寮式  

17：30～ バス移動～とまりん着・解散  

 

※出発日及び帰島日については自由となります。但し、出発日のとまりん集合時間は順守

して下さい。 


